
ＡＩを活用した管路劣化診断業務委託契約書 

 

茨城県企業局（以下「甲」という。）と                 （以下「乙」とい

う。）とは、ＡＩを活用した管路劣化診断業務について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条 甲は、次の業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託するものとす 

る。 

(1) 委託業務名 

ＡＩを活用した管路劣化診断業務 

(2) 業務内容 

別添「ＡＩを活用した管路劣化診断業務 仕様書」のとおり 

２ 乙は、前項に掲げる委託業務を履行するに当たっては、甲の確認を得るものとする。 

 

（委託期間） 

第２条 委託期間は、契約締結の日から令和８年７月31日までとする。 

 

（委託料） 

第３条 委託業務に要する費用（以下「委託料」という。）は、金        円（うち取引 

に係る消費税及び地方消費税の額    円）以内とする。 

 

（委託料の支払） 

第４条 甲は、委託業務が完了しその額が確定した後に、委託料を乙の請求により支払うものとす 

る。 

２ 甲は、乙の請求により必要があると認められる金額については、前項の規定に関わらず、委託 

料の90パーセントを超えない範囲内で概算払をすることができる。 

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書を甲に提出するものとする。 

 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は契約金額の100分の10とする。ただし、茨城県企業局会計規程（平成23年茨 

城県企業管理規程第３号）第89条第２項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除 

する。 

 

（再委託の制限） 

第６条 乙は、この委託業務達成のため、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるこ 

とを必要とするときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 

 



（実施計画書） 

第７条 乙は、契約締結後速やかに実施計画書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 乙は、実施計画書の変更をしようとするときは、変更後の実施計画書を甲に提出し、その承認 

を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものであると甲が認めたものについては、 

この限りでない。 

 

（実績報告） 

第８条 乙は、委託業務が終了したときは、遅滞なく、委託業務の成果を記載した実績報告書を甲 

に提出しなければならない。この場合において、第４条第２項の規定による概算払を受けたとき 

は、実績報告書に概算払精算書を添付するものとする。 

 

（検査及び委託料の確定） 

第９条 甲は、前条の規定により、乙から実績報告書の提出があったときは、遅滞なく、この契約 

の内容に適合するものかどうかを検査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に 

対して通知するものとする。 

 

（著作権） 

第10条 この契約により作成された成果品に関する一切の著作権は、甲に帰属するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第11条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。この契約の 

終了又は解除後も、同様とする。 

２ 乙は、委託業務の実施に際して甲から資料等を貸借した場合は、当該資料等を適正に管理する 

義務を負い、使用後は速やかに甲に返還するものとする。 

３ 乙は、前項の規定により貸借した資料等を複製しようとする場合は、あらかじめ書面により甲 

の承諾を得なければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第12条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合には、茨城県個人情報の保護に関 

する条例（平成17年茨城県条例第１号）第７条第２項及び第８条の規定の遵守に関し必要な措置 

を講ずるほか、別記特約事項を遵守しなければならない。 

 

（権利、義務の譲渡禁止） 

第13条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 

い。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（委託業務の中止等） 

第14条 乙は、災害その他やむを得ない事由により、委託業務の遂行が困難となったときは、その 



事由及び経過を記載した文書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、契約の解除又は一部変更を行うものと 

する。 

３ 前項の規定により契約を解除したときは、第４条第１項、第８条及び第９条の規定に準じて精 

算するものとする。 

 

（契約の解除等） 

第15条 甲は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙がこの契約又はこの契約に基づく甲の指示に違反しているため契約の目的を達成するこ 

とができないと甲が認めたとき。 

(2) 乙がこの契約を誠実に履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。 

(3) 乙が茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36号）第２条第１号に規定する暴力団若 

 しくは同条第２号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべ 

き関係を有する者であることが判明したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は委託料の10分の１に相当する額を違約金 

 として甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定による契約の解除により甲に損害が生じた場合において、当該損害額が前項の違 

 約金の額を超えるときは、乙は同項の違約金のほか、その超える額を甲の算定するところにより、 

 甲に支払わなければならない。 

 

（疑義の処理） 

第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定め 

るものとする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

甲  茨城県水戸市笠原町978番６            

   茨城県公営企業管理者              

企業局長  稲見 真二  ㊞          

 

乙                          

 

 

㊞   


